
中村太郎税理士事務所
東京都新宿区西新宿7-5-14 井上ビル12号館301
TEL：03-6302-0475／FAX：03-6302-0474

■申出により免除となる
　育児休業中の社会保険料
■業種別年末賞与
　支給労働者1人平均支給額
■企業のICT導入状況

■「名義預金」と指摘されない
　3つのポイント

　早いもので今年も師走を迎えました。今年は皆様にとって、どのような1年だったでしょうか。
　1年間をきちんと振り返り、新しい年に臨みたいですね。
　掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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